
2015年9月30日申請分より、規制が緩和された電子帳簿保存法の 
スキャナー保存。 
今回のセミナーでは、規制緩和の概要から、領収書、請求書などの 
国税関係書類の電子化のコツをご紹介。 
さらに、大塚商会自身が行っている自社導入に向けた経理部門の 
取り組み、実際にお客様に提案している事例、大塚商会で取り扱う 
e-文書法対応ソフトウェアの徹底比較など、大塚商会の 
e-文書法に関する活動全てをお見せします！ 
 
経理部門、経営企画部門、業務部門の方々には必見の内容です。 
ぜひこの機会にご参加ください。 
 
※尚、同セミナーの同業他社様のご参加はご遠慮いただいております 
 
 

電子帳簿保存法 規制緩和 

 大塚商会の取り組み 
 全て見せます  

国税関係書類（領収書・請求書・納品書など）の電子化 

大塚商会での取得へ向けた取り組みから 
お客様へのご提案事例まで  

【 セミナータイトル】  
       電子帳簿保存法の規制緩和 
       大塚商会の取り組み全て見せます 
 
【 日時】  2015 年12 月8 日（火） 
       13：30～17：00  受付13：00～ 
 
【 会場】  大塚商会本社ビル3階 
       東京都千代田区飯田橋2-18-4 
 
【 受講料】   無料 
 
【お申込URL】 
   http://event.otsuka-shokai.co.jp/15/1208ebun/ 
 
【お問合せ】 株式会社大塚商会  
         業種SIプロモーション部 セミナー担当 伊藤 
               Mail:ebuninfo@otsuka-shokai.co.jp 
                          Tel: 03-3514-7565 

e-文書法の概要 

大塚商会の取り組み 

各社ソフト比較 

経理、経営企画、業務部門 
必見のセミナーご案内 



電子帳簿保存法規制緩和 大塚商会の取り組全て見せます 

 
 

13：30 
～ 

14：50 

● 電子帳簿保存法規制緩和の概要 
領収書、請求書などの国税関係書類電子化の方法を教えます！ 
 
2015年9月30日申請分より規制が緩和された電子帳簿保存法のスキャナー保存、 
長年、タイムスタンプ認定企業として国税庁とやりとりをされてきた柴田氏が、今回の規制緩和の概要、 
どのようにすれば、領収書や請求書などが電子化できるのか？ を分かりやすく解説いたします。 
 

セイコーソリューションズ株式会社 システムソリューション事業統括部 クロノトラスト部 
部長  柴田 孝一 氏 

 
 

15：00 
～ 

15：30 

● 自社取得の取り組み 
大塚商会のスキャナー保存申請に向けた取り組み 
 
2005年e-文書法施行以来、証憑の電子保存を検討してきましたが、あまりにもコストがかかり、費用対効果
が出ないことで断念してきました。2016年1月からの規制緩和で、文書管理システムやタイムスタンプの費用も
安価になってきており、経理部でも本格検討を開始しました。本セミナーでは、その取り組みについてご説明いた
します。 

株式会社 大塚商会 経理部 
次長  富樫 清隆 

 
 

15：30 
～ 

16：00 

● 電子化・タイムスタンプソリューション 
国税関連書類のスキャナー保存が実現！ 
新しくなったeValue NS で領収書や請求書を電子化できます 
 
電子帳簿保存法の規制緩和により、国税関係書類のスキャナー保存要件が緩和されます。その要件緩
和に向けた機能強化でますます使いやすくなった統合型グループウェア「eValue NS」を利用し、具体的
な領収書や請求書の電子保存方法を分かりやすくご紹介いたします。 

株式会社 大塚商会    業種SIプロモーション部 営業支援1課 
係長  伊藤 理恵子 

 
 

16：10 
～ 

17 : 00 

● 提案事例、e-文書法対応ソフト比較 
大塚商会の提案事例と、各メーカー製品の特徴 
 
2016年1月より電子帳簿保存法のスキャナー保存が規制緩和になり、『どのような企業が検討している
のか？』の声にお応えすべく弊社の提案事例をご紹介します。また、各社e-文書法対応ソフトを発売して
いる中、『どのソフトがいいのか？』 についても、分かりやすく説明いたします。 
 

株式会社 大塚商会 共通基盤総合NWプロモーション部 フロントラインプロモーション課 
課長  榎本 貴 

80分 

30分 

30分 

50分 

セミナープログラム 

✔ 全ての領収書・請求書が電子化が可能に 
✔ 電子署名が不要に 
✔ 証憑入手から電子化までの期間が緩和 
✔ 一部の証憑はカラーでなくてもOK 

今回の規制緩和のポイント 


